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平
成
二
十
二
年

秋
の
褒
章
・
叙
勲
及
び
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

高
齢
者
叙
勲
受
章
者
紹
介

平
成
二
十
二
年

秋
の
褒
章
・
叙
勲
及
び
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

高
齢
者
叙
勲
受
章
者
紹
介

公
益
の
利
益
の
た
め
に
、長
年
に
わ
た
り
尽
力
さ
れ
多
大
な
功
績
を
残
さ
れ
た
方
々
に

贈
ら
れ
る
褒
章
並
び
に
叙
勲
の
受
章
者
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。（
順
不
同
）

＝
秋
の
褒
章
＝

【
黄
綬
】

前堂 正進 氏
（平良川）
司法書士業務
司 法 書 士

まえどう　 せ いし ん

＝
高
齢
者
叙
勲
＝

【
旭
日
単
光
章
】

長嶺 由雄 氏
（江洲）

元具志川市議

なが み ね 　よ し お

＝
秋
の
叙
勲
＝

【
旭
日
双
光
章
】

吉山 トミ子 氏
（石川白浜）
生活衛生功労

県美容業生活衛生
同業組合理事長

よしやま

【
瑞
宝
単
光
章
】

国吉 真昭 氏
（上江洲）
消防功労

元うるま市消防団長

くによし 　し んしょう

＝
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲
＝

【
瑞
宝
双
光
章
】 

長崎 正 氏
（みどり町）
防衛功労
元１等陸尉

ながさき　ただし

【
瑞
宝
単
光
章
】

＝
秋
の
褒
章
＝

【
黄
綬
】

＝
高
齢
者
叙
勲
＝

【
旭
日
単
光
章
】

＝
秋
の
叙
勲
＝

【
旭
日
双
光
章
】

【
瑞
宝
単
光
章
】

＝
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲
＝

【
瑞
宝
双
光
章
】 

【
瑞
宝
単
光
章
】

山城 幸也 氏
（喜屋武）
警察功労
元県警部補

やましろ 　 こ う や

　

農
地
を
売
買
し
た
り
、
貸
借
を
す
る
と

き
は
農
地
法
の
許
可
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
農
地
を
資
材
置
場
に
す
る
等
、

転
用
を
行
う
場
合
に
も
事
前
に
農
地
法
の

許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ 

農
業
を
始
め
た
い
が
、
農
地
を
買
う

（
借
り
る
）た
め
に
条
件
が
あ
り
ま
す
か
？

　

農
地
法
で
許
可
を
受
け
る
た
め
に
は
、

原
則
と
し
て
①
～
③
の
条
件
を
満
た
す
必

要
が
あ
り
ま
す
。

①
農
地
を
買
う
（
借
り
る
）
方
ま
た
は
そ

　

の
世
帯
員
等
が
、
農
地
全
て
を
耕
作
す

　

る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

②
こ
れ
か
ら
買
う
（
借
り
る
）
農
地
を
含
め

　

て
、
耕
作
す
る
農
地
等
が
３
，
０
０
０

　

㎡
（
約
９
１
０
坪
）
以
上
あ
る
こ
と
。

③
世
帯
員
等
の
な
か
で
少
な
く
と
も
１
人

　

は
農
作
業
年
間
１
５
０
日
以
上
従
事
す

　

る
こ
と
が
可
能
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

※
た
だ
し
個
人
・
法
人
の
別
や
農
業
形
態

　

等
に
応
じ
て
条
件
が
変
わ
る
場
合
も
あ

　

る
た
め
、
詳
し
く
は
農
業
委
員
会
に
ご

　

相
談
く
だ
さ
い
。

Ｑ 

農
地
転
用
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
う

い
う
こ
と
で
す
か
？

　

農
地
を
住
宅
や
工
場
等
の
建
物
敷
地
、

資
材
置
場
、
駐
車
場
な
ど
農
地
以
外
の
用

地
に
転
換
す
る
こ
と
で
す
。
な
お
、
一
時

的
に
利
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
転
用
に

あ
た
り
ま
す
。

　

も
し
無
断
転
用
し
た
場
合
、
農
地
法
に

違
反
す
る
こ
と
と
な
り
、
工
事
の
中
止
や

原
状
回
復
等
の
命
令
が
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。も
し
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
は
、

罰
則
の
適
用
も
あ
り
ま
す
。

■
申
請
窓
口
■

農
業
委
員
会
事
務
局
（
石
川
庁
舎
１
階
）

　
　
　
　
　
　
　

☎
９
６
５
ー
５
６
０
８

■
申
請
受
付
期
間
■

毎
月
１
日
～
10
日
ま
で

（
た
だ
し
10
日
が
土
日
・
祝
日
の
場
合
は

次
の
開
庁
日
ま
で
）

農
地
法
の
手
続
き
に
つ
い
て


